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１．はじめに
　本稿は、日中韓特許庁による「日中韓の審判実務
の比較研究（無効審判）」における主要な論点につい
て、複数回に分けて紹介し、解説を行うものである。
今回は、「日中韓の特許無効審判の流れ」、「特許無
効審判の一般的な制度の対比」について説明を行う。
　

２．日中韓の特許無効審判の流れ

（１）日本

特許無効審判は、審判請求書が審判請求人から
提出され、特許庁で受理されることによって開始
される（特許法第131条第１項、第123条第１項）。
審判請求書が受理されると、審判官が指名され

（特許法第137条第１項）、審判請求書の方式審査
を経て、審判請求書の副本が被請求人（特許権者）
に送付され、審判請求書に対する答弁書の提出の
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機会が被請求人に与えられる（特許法第134条第
１項）。答弁書が提出されたときは、答弁書の副
本が請求人に送達される。被請求人は、答弁書の
提出期間に訂正の請求をすることができ（特許
法第134条の２第１項）、訂正請求が受理されると、
その訂正の許否について審理される。

審判請求書と答弁書がそれぞれ提出されると、
それに基づいて審判請求人の請求の当否について
審理（本案審理）がなされる。特許無効審判の審
理の方式は、原則として口頭審理であるため（特
許法第145条）、通常、次に口頭審理の手続に移行
する。なお、弁駁の機会が必要な場合は、答弁書
の副本が請求人に送達され、期間を指定して審判
請求人に弁駁書の提出の機会が与えられる（特許
法施行規則第47条の３第１項）。

本案審理により審決をするのに熟したと判断さ
れた場合、審判の請求に理由があると認めるとき

（特許を無効にすべきと判断するとき）は、当事者
及び参加人に対して審決の予告が行われる（特許
法第164条の２第１項）。審決の予告後、被請求人
に対して訂正の機会が与えられ（特許法第164条
の２第２項）、訂正請求が行われない場合は、審
理が終結して審決が行われる（特許法第157条第
１項）。
◎日本国特許法

第164条の２（特許無効審判における特則） 

１　審判長は、特許無効審判の事件が審決をす
るのに熟した場合において、審判の請求に理
由があると認めるときその他の経済産業省令
で定めるときは、審決の予告を当事者及び参
加人にしなければならない。

２　審判長は、前項の審決の予告をするときは、
被請求人に対し、願書に添付した明細書、特
許請求の範囲又は図面の訂正を請求するため
の相当の期間を指定しなければならない。

（２）中国

無効宣告請求がなされ、受理されると、専利復
審委員会は形式審査を行い、無効宣告請求書及び
添付資料が所定の様式を満たしているか否かにつ
いて審査される。その結果、様式を満たしていな
い場合は、請求人に補正命令がなされる。その後、

指定した期間内に請求人が補正をしない場合、又
は、２回補正しても同じ不備が解消されない場合
は、無効宣告請求は提出されなかったものとみな
される（専利審査指南第４部分第３章3.4）。

専利復審委員会は、無効宣告請求について適時
審査及び決定を行い、請求人及び専利権者に通知
する。審理の方式は、書面審理又は口頭審理とさ
れている。専利権者は、審査期間中、所定の場合
において、権利要求書（特許請求の範囲）の補正
をすることができる。審査を経て専利権の無効宣
告が決定されたときは、国務院専利行政部門が登
記及び公告を行う。請求人又は特許権者が専利復
審委員会の決定に対して不服がある場合、通知を
受領した日から３月以内に北京知識産権法院に訴
訟を提起することができる。このとき、人民法院
は無効宣告請求を行った当事者に、第三者として
訴訟に参加する旨、通知する（専利法第46条）。
◎中国専利法

第46条 

特許再審委員会は特許権無効の宣告請求に対
し、適時審査及び決定を行い、かつ請求者及び
特許権者に通知する。特許権の無効宣告が決定
された場合、国務院専利行政部門が登記及び公
告を行う。

特許再審委員会の特許権無効宣告又は特許権
維持の決定に対して不服である場合、通知を受
領した日から３か月以内に人民法院に訴訟を提
起することができる。人民法院は無効宣告請求
手続きを行った相手方当事者に、第三者として
訴訟に参加するよう通知する。

　
（３）韓国

特許無効審判は、審判請求書が審判請求人か
ら提出され、特許庁で受理されることによって開
始される（特許法第140条第１項）。審判請求書が
受理されると、審判官が指定され（特許法第144
条第１項）、審判請求書の方式審査を経て（特許
法第141条第１項）、審判請求書の副本が被請求人

（特許権者）に送付され、審判請求書に対する答
弁書の提出の機会が被請求人に与えられる（特許
法第147条第１項）。なお、答弁書が提出された場
合、答弁書の副本は請求人に送達される（特許法


